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第１章 策定にあたって 

 

１．計画策定の趣旨 

三股町の水道は、昭和３７年の創設以来およそ半世紀にわたり、生活環境の

向上や町の発展に貢献してきました。 

この間、着実に増加を続ける町の人口は、平成２０年現在で２万４千人を数

えるまでになり、水道についても需要の増加に対応するための拡張事業を重ね

てまいりました。 

現在は平成９年度に取得した第６次拡張事業変更認可をもとに給水人口２４,

１００人、計画最大給水量１４,５００㎥/日の給水規模で運営しています。 

近年、水道水の安全性や災害に対する安定性、自然環境への配慮が強く求め

られるようになるなど、水道をとりまく状況は大きく変化しています。 

また、隣接する都城市のベッドタウンとして発展を続ける三股町では、お客

様の新たなニーズに応えていくことが求められます。 

三股町では、長田地区を平成１８年度から２０年度までの３ヵ年で上水道を

整備しました。 

現在、町内の上水道は１００％近く普及しており、水道事業の大幅な拡張と

いう時代を終え、今後は整備された水道施設や設備を時代のニーズに合ったお

客様のための水道として維持していくことが重要と考えます。 

また、今までに整備されてきた水道施設はいずれ耐用年数を迎えることとな

り、老朽化対策や地震などの災害対策を主とする危機管理対策も充実させてい

く必要があります。 

さらに事業の効率化を図り安定した事業運営を継続するとともに、環境問題

への取り組みや利用者へのサービス提供の充実を図っていく必要があります。 

 

厚生労働省は平成１６年６月に「水道ビジョン」を策定しました。これを基

本に三股町が現在抱える課題、問題点や将来の見通しを、分析・評価し、目指

すべき中長期的な将来像を明確にさせて、その実現のための目標・方策などを

示した『三股町水道ビジョン』をここに策定することとしました。 
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２．計画の位置づけ 

三股町では、平成１８年３月に「第四次三股町総合計画（後期計画）」を策

定しました。目標とする都市像を「活力にあふれ心あたたまる住みよい町、三

股」と位置づけ、現在までにさまざまな取り組みが進められています。 

このなかで上水道については、 

①「老朽化した上水道施設の計画的な改善、整備を図ります。」 

②「地震等の非常時における対応策として、危機分散型の上水道整備を図り

ます。」 

③「組合営の簡易水道は、簡易水道事業で整備し公営での運営管理に移行し

ます。」と、３項目を施策の方向としています。 

また、厚生労働省では平成１６年に策定した「水道ビジョン」により安心・

安定・持続・環境・国際の５つの政策目標を掲げて水道のあるべき姿を示し、

各水道事業者への積極的な役割分担を求めています。 

平成２０年７月にはレビュー（検証・見直し）を踏まえて水道ビジョンの改

訂を行い、水道事業者が一体となって重点的に取り組むべきとした項目を掲げ

ています。 

こうしたことから、『三股町水道ビジョン』はこれらの社会的な要望に応え

るとともに、三股町の水道が目指す将来像の設定と実現へ向けた施策展開を示

すものとします。 

なお、三股町の水道ビジョンにおいては、５つの政策目標のうち国際を除く

４つの政策課題を視点において策定します。 

計画の期間は平成２１年度から平成３０年度までとしますが、刻々と変化す

る町の情勢には十分注意を払い、適切に計画を再点検して必要な見直しを図る

こととします。 
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第２章 水道事業のあらまし 

 

１．地域の特性 

（１）地 勢 

三股町は宮崎県南西部に広がる都城盆地の南東に位置します。総面積は１１

０.０１km2、東部は鰐塚山系の分水界をもって旧南那珂郡北郷町及び日南市に、

西部は都城市に、北部は旧山之口町、旧高城町の現都城市、並びに旧田野町の

現宮崎市と隣接しています。 

東西に１８Km、南北に１２.７Kmのやや東西に細長い地形で、町の約７０％は

鰐塚山系に囲まれた平均標高２５０mの台地であり、西部地域では都城盆地の平

野部が広がり、農地や市街地が形成されています。また、東部の鰐塚山系を源

流とする大淀川水系の沖水川が本町の中央を西流しています。    

 

（２）人 口 

三股町の人口は、平成２１年４月現在２４,６９５人で、近年は微増傾向にあ

ります。 

しかし、年少人口(１７.０％)と生産年齢人口(６２.３％)の比率が減少傾向に

あるのに対して、老年人口(２０.７％) の比率は増加しており、高齢化が年々

進んでいます。平成３０年までの町の人口は僅かですが減少、または横ばいの

傾向を示すと予測されます。 

 

人口と世帯数の推移
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２． 水道事業のあゆみと水道施設の概要 

◆ 上水道（中央地区）事業 
 

三股町上水道は、沖水川左岸の山王原、仲町、上米などを給水対象として昭

和３７年に創設された中央地区簡易水道が、昭和３９年の区域拡張事業認可を

得て上水道事業となりました。また、同時期に、沖水川右岸の梶山、蓼池など

給水対象として昭和３９年に北部地区簡易水道が創設され、昭和４５年に上水

道に事業統合され、その後、下表のとおり６度の拡張事業を経て現在に至りま

す。 

 

【上水道（中央地区）沿革】 

名 称 区 分 認 可 竣 工 
目 標 

年 次 

計 画 

給 水 

人 口 

計 画 

一日最大 

給水量 

備  考 

中央地区 

簡易水道事業 
創 設 S 35 S 37 S 44 

（人） 

5,000 

（㎥） 

750 

沖水川左岸地域を

対象に給水開始 

1 拡 S 39 S 42 S 49 9,900 1,485 区域拡張 

2 拡 S 45 S 46 S 54 14,400 4,800 北部地区を統合 

3 拡 S 46 S 47 S 55 16,000 4,800 区域拡張 

4 拡 S 50 S 53 S 59 16,000 6,400 水量拡張 

5 拡 S 58 H 2 H 7 21,000 10,500 区域・水量拡張 

6 拡 H 5 H 14 H 14 24,100 14,500 水量拡張 

三股町 

上水道事業 

1 次変更 H 9 H 12 H 14 24,100 14,500 寺柱の区域拡張 

【北部地区】 

北部地区 

簡易水道事業 
創 設 S 38 S39 S 47 

（人） 

4,500 

（㎥） 

1,500 

沖水川右岸地域を

対象に給水開始 

 

現在の上水道は、第６次拡張事業にて北部系の水源、浄水場、配水池を統廃

合し中央系として再編されました。 

水源は深層地下水とし、８本の井戸にて取水しています。取水した原水は中

央浄水場へ集められ、次亜塩素酸ソーダによる消毒後、中央の高区と低区配水

池へ送水します。中央低区には低区配水池から自然流下にて、また、中央高区

と北部全域には自然流下及びポンプ加圧の併用方式にて配水しています。 

 

現在の上水道においては、将来の水需要予測においても拡張要素はなく、今

後の事業経営は、給水の一層の安全性・安定性の向上や環境対策などの施策が

基本となります。 
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図-1.1 上水道（中央地区）の水源～配水系統 
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三股町上水道施設位置図

 

北部水源北部水源北部水源北部水源 
        ×1 井井井井 

北部配水系北部配水系北部配水系北部配水系 
（（（（5.1％）％）％）％） 

中央低区中央低区中央低区中央低区 
配水系配水系配水系配水系（（（（88.9％）％）％）％） 

中央高区中央高区中央高区中央高区 
配水系配水系配水系配水系（（（（5.9％）％）％）％） 

沖水川沖水川沖水川沖水川    

低区配水池低区配水池低区配水池低区配水池 

Ve＝＝＝＝4,130㎥㎥㎥㎥ 

中央浄水場中央浄水場中央浄水場中央浄水場 

中央水源中央水源中央水源中央水源 

××××7 井井井井 

高区配水池高区配水池高区配水池高区配水池 

Ve＝＝＝＝400㎥㎥㎥㎥ 

※※※※    （（（（        ））））はははは上水道給水区域内人口上水道給水区域内人口上水道給水区域内人口上水道給水区域内人口にににに

対対対対するするするする割合割合割合割合をををを示示示示しますしますしますします。。。。 

P 

P 
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写真上 中央地区 浄水場             写真中 中央地区 第１配水池 

 

        写真下 中央地区 第２配水池（右手前）、第３配水池（左奥） 
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◆ 上水道（長田地区）事業 
 

長田地区の水道は、秋丸、轟木、大野地区の３箇所の民営簡易水道と５箇

所の小規模水道の統合を目的に平成１８年１月に計画給水人口７５０人、計

画一日最大給水量２８３㎥（一人当たり３７７ℓ）の規模にて事業認可を受け

ました。 

平成１８年度から２０年度までの３年間で整備事業を実施し、平成２１年

度の給水開始に合わせ上水道事業に経営統合します。 

水源は深層地下水とし、２本の井戸にて取水します。原水は浄水場に導水さ

れ、次亜塩素酸ソーダによる消毒後、浄水場構内に設置した配水池より低所部

には自然流下方式にて、また、高所部にはポンプ加圧方式で配水しています。 

 

図-1.2 上水道（長田地区）水道の水源～配水系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長田地区 浄水場 

 

水源水源水源水源×2 井井井井 

沖水川沖水川沖水川沖水川    

浄水場浄水場浄水場浄水場 

配水池配水池配水池配水池 Ve＝＝＝＝243㎥㎥㎥㎥ 

 

P 
低区低区低区低区配水系配水系配水系配水系 
（（（（95.6％）％）％）％） 

※※※※    （（（（        ））））はははは水道給水区域内人口水道給水区域内人口水道給水区域内人口水道給水区域内人口にににに対対対対

するするするする割合割合割合割合をををを示示示示しますしますしますします。。。。 
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指標項目  算出式      Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 

 現在給水人口  類似団体 82.7 82.7  
普及率（％） 

 行政区域内人口 
×100 

 三股町 96.7 96.8 97.0 

給水人口規模の大きい事業においては、都市部の占める割合が比較的高いため、高くなる傾向にあります。 

給水人口規模の小さい事業においては、農山漁村地域等の占める割合が高く、また、自家井戸水等に依存する人

口が多いことにより、低くなる傾向にあります。 

※H20 の類似団体の指標は、ビジョン作成時においては、不明のため記載していません。 

 

○経営指標項目と類似団体 

 経営指標項目については、個々の水道事業をいくつかの要素により分類し、類型化することに

より、類似した経営環境の事業との比較が可能となり、自らの事業体の特徴、問題点を把握する

ことが出来ます。毎年、(社)日本水道協会が発行しています。 

 類似団体の分類区分は、①給水人口区分、②水源、③有収水量密度により類型区分を決定して

います。 
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第３章 水道事業の現状と課題 

１．水需要の動向 

 

（１）実績の傾向 

三股町の水需要は、隣接する都城市のベッドタウン化により、植木地区を中

心に増加の傾向を示してきました。しかし、景気の低迷による業務用、工場用

水量の伸び悩みと節水型機器（トイレ、洗濯機等）の普及が影響して、ほぼ横

ばいの状況となっています。 

なお、平成２０年度の実績では、給水人口が２４,３６４ 人で既認可の計画

給水人口２４,１００ 人に対して約１０１％となっています。 

また、一日最大給水量（一年で最も多い一日あたりの給水量）は９,８２５㎥

/日で、既認可の計画一日最大給水量１４,５００㎥/日に対して約６８％の割合

となっています。 

 

（２）将来の予測 

これからの三股町の水需要は、町の人口が微増もしくは横ばいになると予測

されるため、今後は現状が続くと見込まれます。 

現時点（平成２０年度）において国立社会保障・人口問題研究所のコーホー

ト分析の結果を踏まえて、今回新たに計画期間の水需要予測を行いました。 

また、一日最大給水量の予測結果は、平成１６年度をピークに減少していま

す。目標年度（平成３０年度）における計画一日最大給水量は９，８００㎥/日

となりました。 

以上のことから、三股町では今後、拡張の要素はありません。ただし、開発

計画はたびたび見直しされる場合があるため、常に動向を注視することが必要

です。 

水需要の実績と予測
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指標項目  算出式      Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 

 1 日平均有収水量  類似団体 381.0 380.0   
平均有収水量（ℓ） 

 現在給水人口 
×100 

 三股町 294.8 294.6 289.2 

近年、節水型社会への移行等により特に都市部を中心に減少傾向にあります。 

         

指標項目  算出式      Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 

 1 日平均配水量  類似団体 55.1 54.2   
施設利用率（％） 

 1 日配水能力 
×100 

 三股町 54.8 54.8 54.2 

一般的には率が高いほど、施設を効率的に利用しているといえますが、あまり高すぎても安定給水に支障をきた

すなどの問題があります。 

         

指標項目  算出式      Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 

 1 日最大配水量  類似団体 71.6 69.5   
最大稼働率（％） 

 1 日配水能力 
×100 

 三股町 67.8 64.6 67.8 

100％を超える場合は、配水能力が不足していることになります。また、逆に 100％を大きく下回る場合は、施設の

過大投資に陥っていることになります。 

         

指標項目  算出式      Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 

 年間総有収水量  類似団体 83.3 84.6   
有収率（％） 

 年間総配水量 
×100 

 三股町 89.9 89.9 89.9 

配水量は、浄水場から送り出された水量で、そのうち、メータで計量されて水道料金として収入に結びついた水量

が有収水量です。漏水による無駄な水の損失が多いと、この比率が低下します。 

         

指標項目  算出式      Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 

 年間総配水量    類似団体 24.5 23.3   配水管使用効率 

（㎥/ｍ）  導送配水管延長（有形固定資産）    三股町 12.3 12.3 11.1 

配水管１メートル当たりの配水量を示し、数値が大きいほど効率が良いことになります。 

地形や人口密度その他立地条件によって大きく左右されます。町村と大都市では 3～4 倍の差があります。 

 

※H20の類似団体の指標は、ビジョン作成時においては、不明のため記載していません。 
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宮崎県内宮崎県内宮崎県内宮崎県内のののの水道料金比較水道料金比較水道料金比較水道料金比較
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川南町

宮崎県平均

家庭用１ヶ月当たり（20ｍ3当たり）　　（円）

【備考】・消費税、メーター使用料を含む　　　資料：「水道料金表」((社)日本水道協会) 平成21年4月1日現在
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２．水道施設の状況 

（１）水 源 

中央地区の水道水源は、地表付近の汚染の影響を受けない８本の深井戸から

汲み上げる地下水（自己水）となっています。 

水量的には比較的安定した取水を継続してきました。しかし現状では全水源

井が確保する適正取水量と給水量が拮抗し十分な余力がありません。 

現況の全ての水源井がさく井後２０年以上経過し、今後はストレーナの腐

食・閉塞による能力低下が予想されるなど改修検討が必要な時期に来ています。 

一部の井戸においては、水量規模や水質の観点から代替水源の検討が必要な

状況にあり、また、井戸洗浄や不慮の事故等にて 1 井が休止した場合でも安定

給水が可能な水源水量の確保が求められます。 

なお、さく井後３０年以上経過した井戸でも比較的取水量は安定しているも

のもあり、経年数が直接老朽化や機能低下に繋がるものではありません。 

これは主に地下帯水層とストレーナ設置位置に関係していると推定され、当

該地域の水源環境の考察や今後の水源計画の策定における要点となります。 

今後の水源環境の保全においては、これら水源井が同一の被圧帯水層の中で

取水している状況を考慮し、地下水位や取水量、水質の監視の強化を図ってい

く必要があります。 

 

（２）浄水施設 

中央地区の水道では、深井戸から取水した自己水を中央浄水場で浄水処理し

ており、施設の処理能力は１４,５００㎥/日となっています。 

 

（３）送水施設 

中央地区の送水施設としては、中央浄水場から第１・第２・第３配水池およ

び高区配水池へ送水するための設備です。 

 送水ポンプは３台設置してあり、２台ずつ交代に動かしています。 

 

（４）配水施設 

① 配水池 

中央地区の配水施設は、昭和３６年に建設した第１配水池（容量１,１３０㎥）、

昭和５０年に建設した高区配水池（容量４００㎥）昭和５９年に建設した第２

配水池（容量２,０００㎥）、平成９年に建設した第３配水池（容量１,０００

㎥）があります。 

配水池の容量は第１、第２、第３および高区配水池の合計で４,５３０㎥とな

っています。 
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今回の計画では、中央地区の一日最大給水量を計画中最大の９，８００㎥と

します。上水道での標準的な容量（滞留時間：１２時間＋消火用水量：２００

㎥）は５,１００㎥となるので、現況容量の４,５３０㎥では５７０㎥が不足し

ていることになります。 

・標準容量 ９，８００㎥×１２/２４＋２００㎥＝５，１００㎥ 

・不足容量 ５，１００㎥－４，５３０㎥＝５７０㎥ 

また、創設時の昭和３６年に建設された第１配水池は、独立した３槽が連結

され複雑な形態にあり、本体に劣化がみられる他、内部配管等の腐食が予想さ

れることから更新を検討する時期となっています。 

 

② 配水管 

配水管網は平成２０年度末で全長約２４８km あり、主にダクタイル鋳鉄管と 

水道用硬質塩化ビニル管が使用されています。町内はほぼ全域（長田地区を含

む）に配水管が布設されて給水が可能となっています。 

 

（５）施設の耐震性能と老朽度 

平成７年の「阪神・淡路大地震」を受けたことにより、巨大地震を想定した

耐震対策が求められました。 

平成９年３月に「水道施設耐震工法指針：1997年版」が示され、従来の「地

震動レベル１」に加え、新たに「地震動レベル２」が設定されました。 

【 地震動レベル１ 】 

・施設の供用期間中に１～２回発生する確率のある地震動 

・従来から土木構造物に設定されたレベル 

【 地震動レベル２ 】 

・発生確率は低いが、施設に与える影響は極めて大きい地震動 

・阪神・淡路大地震のようなプレート内地震による断層近傍域の地震動を指

します。 

この『新耐震基準』の中では重要度に応じた耐震水準が規定され、重要度の

高い施設（ランクＡ）では、地震動レベル２クラスの地震に遭遇しても人命及

び施設としての機能を保持することと定められています。 

 

三股町水道事業の主要な構造物 

平成９年４月以降に建設された水道施設（第３配水池、寺柱ポンプ場等）は

「水道施設耐震工法指針：1997年版」に基づき設計されています。 

また、これ以前で昭和５５年１１月以降の施設は「水道施設耐震工法指針：

1979年版」に基づき設計されています。 
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なかでも、昭和５８年に事業認可を得た第５次拡張時の施設（中央６，７，

８号井、第２配水池、中央浄水場管理棟等）は、現在のレベル-１に相当する耐

震性能があると考えます。このレベル-１は２のように直下型の地震を想定して

いませんが、公共土木構造物としての一定の安全性は確保されています。 

また、平成７年から始まった第６次拡張時で平成１０年に建設された第３配

水池（ＰＣプレキャスト構造）もレベル-１の耐震性能を保有しています。 
 

（６）貯水槽水道 

 三股町内のアパート等の３階建て以上の中高層建物には水圧や水量の関係か

ら受水槽とポンプを設置して給水する「受水槽方式」があります。 

 平成１４年の水道法改正によって、すべての受水槽について管理責任の所在

が明確になり、受水槽から先の水の管理は受水槽設置者の責任となりました。 

 小規模な受水槽を設置している場合など一部の施設においては水質の悪化が

懸念されます。 

 

 

３．災害対策の状況 

三股町の水道施設は創設以来、災害による大きな被害は受けていません。 

水道は人命に直結する『ライフライン』であり、地震や洪水被害などの災害

時でも必要最低限の水を確保して被災者へ提供することが求められます。その

ためには施設の耐震化といった対策だけでなく、応急給水・復旧体制の確立や

資材の備蓄といった災害への備えを充実させる必要があります。 

また、自然災害だけでなく、飲料水を標的とした人為的な災害についても対

策を図る必要があります。 

 

（１）緊急時の対応 

水道事業では、地震などの自然災害を想定した災害対応マニュアルなどの緊

急時における具体的な行動規範を定め、実際に迅速な行動をとれるように訓練

を実施しておくことが必要です。 

また、県や近隣の水道事業体などの関係機関と緊急時の相互協力について協

議し、協力体制を確立しておくことも重要です。 

 

（２）基幹施設の配置分散 

 三股町水道事業の基幹施設の一つである配水池は上米公園周辺の高台に集中

しており、地震等での地すべりを想定すると危険分散の上から別の場所へ整備

しておくことが望ましいと考えられます。 
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（３）資材の備蓄 

三股町の水道では、給水用ポリパックなど応急給水を行うための給水資材を

備蓄していますが、現在確保している分だけでは充分な量とは言えません。 

また、給水拠点で応急給水を行う際に必要な非常用給水栓についても、これ

から順次配備していく必要があります。災害発生時には、道路の通行止めや交

通渋滞などにより復旧資材の到着が遅れることが予想されます。貴重な飲料水

を確保するためにも、最低限の復旧資材を備蓄しておくことも重要です。 

【応急給水用具の備蓄】平成２１年４月現在 

給水タンク    １㎥×２台 

給水用ポリパック ６㍑×５００袋 

 

（４）人為的な災害への対応 

さまざまな社会不安が広がるなか、飲料水を標的とした確信犯のテロ行為や、

悪質なストレス発散行為により水道水が汚染されることも想定されます。監視

カメラや赤外線センサーの導入を始め、民間警備会社による巡回警備などにつ

いて検討し、水道施設への不審者侵入について対策を強化する必要があります。 

また、対策を強化するうえで、自動運転を行っている施設では特に警戒を強

める必要があります。 

 

 

 

 

４．事業運営の状況 

（１）経営の状況 

三股町の水道事業は、これまで工事費やＯＡ化の推進による事務コストの縮

減など、さまざまなコストの縮減を図ってきました。 

また、高金利企業債の繰上償還による支払利息の縮減にも積極的に取り組む

など、さまざまな経営努力を重ねてきたことにより水道事業の財政状況は比較

的健全な状態を保っています。 

しかし、これからは配水池の増設計画などの大規模な整備を行うとなると、

水道事業の財政は決して楽観視できない状況と言えます。 

指標項目  算出式      Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 

 総収益  類似団体 107.9 109.3   
総収支比率（％） 

 総費用 
×100 

 三股町 113.9 116.5 126.9 

事業活動に伴う全ての収支のバランスから、支払能力と安定性を分析する指標です。 

この率が 100％以上であれば、純利益が発生しているため、経営の安定が図られています。  
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指標項目  算出式      Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 

 営業収益＋営業外収益  類似団体 108.1 109.5   
経常収支比率（％） 

 営業費用＋営業外費用 
×100 

 三股町 114.0 116.9 127.1 

経常収支比率は、特別損失を除いた経常的な収支の関係を見る指標です。 

この率が 100％以上であるときは、経常利益が発生していることを意味します。 

         

指標項目  算出式      Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 

 累積欠損金  類似団体 4.2 4.2   
累積欠損金比率（％） 

 営業収益－受託工事収益 
×100 

 三股町 0.0 0.0 0.0 

営業収益に対する累積欠損金の割合をいいます。 

 

 
        

指標項目  算出式      Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 

 現在給水人口    類似団体 2,772 2,762   職員 1 人当たりの 

給水人口（人）  損益勘定所属職員数    三股町 3,020 3,022 3,481 

職員１人当たりの労働生産性を水量の視点からみる指標です。 

数値が大きくなるほど職員１人当たりの生産性が高いことを示しています。 

         

指標項目  算出式      Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 

 給水収益    類似団体 46,712 47,422   職員 1 人当たりの 

給水収益（千円）  損益勘定所属職員数    三股町 43,618 43,630 49,312 

職員１人当たりの労働生産性を水量の視点からみる指標です。 

数値が大きくなるほど職員１人当たりの生産性が高いことを示しています。 

         

指標項目  算出式      Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 

 職員給与費  類似団体 16.7 16.0   給水収益に対する 

職員給与費の割合（％）  給水収益 
×100 

 三股町 18.6 16.8 14.6 

         

指標項目  算出式      Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 

 企業債利息  類似団体 14.2 13.6   給水収益に対する 

企業債利息の割合（％）  給水収益 
×100 

 三股町 17.0 15.9 13.4 

料金収入と企業債利息の比率を示します。比率が高いほど企業債利息の負担が高いことを示しています。 
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指標項目  算出式      Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 

 供給単価  類似団体 98.8 100.8   
料金回収率（％） 

 給水原価 
×100 

 三股町 104.9 108.8 113.3 

供給単価と給水原価の関係を表しており、事業の経営状況の健全性を示す指標のひとつです。 

料金回収率が 100%を下回っている場合、給水にかかる費用が料金収入以外の収入で賄われていることを意味しま

す。 

         

指標項目        Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 

    類似団体 2,256 2,300   1 ヶ月 20 ㎥当たりの 

家庭用料金（円）  

  

     三股町 2,520 2,520 2,520 

給水人口規模の小さい事業ほど概ね高くなる傾向にあります。 

         

指標項目  算出式      Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 

 現金預金＋未収金  類似団体 836 818   
当座比率（％） 

 流動負債 
×100 

 三股町 217 1,106 694 

短期債務に対する支払能力を表しており、給水人口規模が小さいほど概ね高くなります。 

         

指標項目  算出式      Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 

 自己資本金＋剰余金  類似団体 58.3 59.6   自己資本 

構成比率（％）  負債・資本合計 
×100 

 三股町 41.5 44.5 46.5 

資本のうち、自己資本の占める割合をいい、企業経営の安定度がわかります。 

この比率が高いほど安全性が高く、低い場合は企業債の返済負担が高いということです。 

         

指標項目  算出式      Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 

 固定資産  類似団体 87.9 88.5   固定資産対 

長期資本比率（％）  資本金＋剰余金＋固定負債 
×100 

 三股町 95.8 94.9 93.3 

固定資産と長期資本（資本と長期の借入金）の関係を示す指標です。 

この比率は必ず 100％以下で、かつ、低いことが望ましいです。 

 

（２）業務の遂行 

三股町の水道では、業務の効率化やコストの縮減を図るため、検針業務、集

金業務、および一部の技術管理業務などについて外部委託を実施しています。 

このため水道係の職員数は７名で運営していますが、今後もＯＡ化や管理シ

ステムの導入と併せて一層の外部委託を推進し、事業運営の効率化を図る必要

があります。 
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（３）お客様サービス 

三股町の水道では、諸手続の方法や水質検査結果などを町のホームページに

掲載し、積極的な情報提供に努めています。今後、お客様のニーズを把握する

とともに一層の情報提供に努め、水道事業の運営に対するお客様の理解をいた

だくことが重要だと考えています。水道料金の納付については、口座振替や納

付書による金融機関窓口での納付に加え、平成２１年度４月からはコンビニエ

ンスストアでの納付を開始しました。 
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第４章 水道事業の将来像 

１．水道事業の将来像 

全国的に人口の減少が社会問題化しているなか、三股町でも例外なく将来は

人口の減少が心配されます。こうした中、お客様の暮らしを支える水道水をい

つでもどこでも安心して使えるように供給していくことが水道事業の大きな役

割と認識しています。これらを踏まえ、三股町の水道ではまちの発展とくらし

の充実に貢献することを目指して次の将来像を掲げました。 

 

将 来 像 

『豊かな自然の中に水道の未来を』 

 

 

基 本 目 標 

 

① 安心して飲める水道 

 

② いつでも使える水道 

 

③ 経営基盤の強い水道 

 

④ 環境にやさしい水道 
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２．基本目標 

目指す将来像の実現へ向けて、事業運営の指針となる次の４つの基本目標を

定めました。この基本目標をもとに、取り組むべき施策の方向性を定めます。 

 

① 安心して飲める水道 

 お客様が安心して飲める水を供給することは、水道事業者の最も基本的なこ

とです。老朽管を更新するとともに、水源から蛇口まで水質検査計画に基づい

た検査を実施し、常に安全でおいしい水をお届けします。 

 

② いつでも使える水道 

 毎日使われる水需要に対するために充分な水源水量や水道施設の能力を確保

することが大切です。また、ライフラインである水道には災害に負けない強さ

が求められます。 

 お客様にとって「蛇口を開ければ水が出る」ことが当たり前のことであり続

けるために、施設能力の拡充と危機管理の強化を図って、安定した水道の構築

に努めます。 

 

③ 経営基盤の強い水道 

 水道は主に料金収入によって運営される公営企業です。将来にわたって事業

を継続していくためには、お客様から親しまれ、信頼されることが大切です。 

 そのためにも、お客様の理解を得られることを第一として、事業経営の効率

化を推進し、情報管理の徹底やコストの縮減などをとおして経営基盤の強化に

努めます。 

 

④ 環境にやさしい水道 

 地球温暖化や異常気象などの環境異変が世界的な問題となり、自然環境への

取り組みは社会的責務となっています。個々の取り組みによる効果は僅かなも

のかもしれませんが、その積み重ねによって次世代への負担を減らすことがで

きるはずです。三股町の水道では省エネ機器の導入などを推進して、積極的に

環境対策に努めます。 
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第５章 実現に向けて 

１．施策の体系 

取り組む施策の体系を次のように示します。 

基本施策 施　　策

 15 漏水箇所の減少

④
環境に

やさしい水道
 １　環境対策の推進  14 環境への配慮

 11 業務の効率化

 ２　サービスの充実  12 お客様サービスの向上

 13 広報の充実

 ９　防犯体制の強化

③
経営基盤の
強い水道

 １　事業経営の効率化  10　経営の健全化

 ２　水道施設の強化  ６　施設能力の拡充

 ７　施設の更新・耐震化

 ３　危機管理の強化  ８　災害対策の強化

②
いつでも

使える水道
 １　安定水源の確保  ５　水源の確保

 ２　直結給水切替の促進

 ２　水質管理の強化  ３　水質監視体制の強化

 ４　貯水槽対策の強化

『 豊 か な 自 然 の 中 に 水 道 の 未 来 を 』

基本目標

①
安心して

飲める水道
 １　給水水質の向上  １　老朽管の更新 
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２．施策の展開 

基本目標基本目標基本目標基本目標①①①①    安心安心安心安心してしてしてして飲飲飲飲めるめるめるめる水道水道水道水道    

 

１ 給水水質の向上 

施策施策施策施策１１１１ 老朽管の更新 

【 現在も行っておりますが、今後さらに進めていきます。】 

創設期に布設した鋳鉄製の配水管は、布設から４０年以上が経過して管内面

に錆こぶなどが付着し、水質や水圧を低下させる要因となっています。 

また、強度の低い石綿管（平成２０年度末現在の延長 約１０，０００ｍ）

は破損や漏水の原因となっており、厚生労働省においても早期に更新するよう

指導しています。優先度の高い石綿管の布設替えについては、今後も毎年２，

０００ｍを計画しています。 

また、その他の老朽管の布設替えについても優先的に更新する管路を決めて、

これらと平行して実施していきます。 

 

施策施策施策施策２２２２    直結給水切替えの促進 

【 今後は、その都度検討して行います。】 

 受水槽の衛生問題を解消し浄水処理した水を劣化することなくお客様のもと

にお届けするには、直結給水のほうが有効です。 

 このため、３階建ての建物までの直圧給水に対し、今後は広報や技術相談を

強化するなど、助言・促進を図っていきます。 

 

２ 水質管理の強化 

施策施策施策施策３３３３ 水質監視体制の強化 

【 現在も行っておりますが、今後さらに進めていきます。】 

三股町の自己水源（深井戸）は、全給水量の１００％を占めています。 

深井戸から汲み上げる深層地下水は、地表付近の汚染の影響を受けにくく安

定した水源であることが利点です。 

水質検査については毎年策定する水質検査計画に基づき、毎日末端の水栓に

おいて色、濁り、残留塩素の検査を行うとともに、検査機関に委託して定期的

検査を行っています。 

平成１６年度の水道法改正により、水道事業者には水質検査計画の策定とお

客様への情報提供が義務づけられました。水道事業ではこの水質検査計画を町

のホームページで公開しており、水質検査の結果についてもあわせて掲載して

います。これからも水質検査計画の策定と着実な実施を続け、水質管理の強化

とお客様への積極的な情報提供に努めていきます。 
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水道法第４条の規定による水質基準項目（平成２１年度から実施） 

区分 項  目 区分 項  目 区分 項  目 

1 一般細菌 17 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 34 銅及びその化合物 

病原 
2 大腸菌 18 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 35 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 

一
般
有
機
物
 19 ベンゼン 36 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 

4 水銀及びその化合物 20 塩素酸 37 塩化物ｲｵﾝ 

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 21 クロロ酢酸 38 硬度 

6 鉛及びその化合物 22 クロロホルム 

色
・
味
 

39 蒸発残留物 

7 ヒ素及びその化合物 23 ジクロロ酢酸 発泡 40 陰ｲｵﾝ界面活性剤 

8 六価クロム化合物 24 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 41 ジェオスミン 

9 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩素ｼｱﾝ 25 臭素酸 
臭気 

42 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 

10 硝酸態及び亜硝酸態窒素 26 総トリハロメタン 発泡 43 非ｲｵﾝ界面活性剤 

11 フッ素及びその化合物 27 トリクロロ酢酸 臭気 44 フェノール類 

無
機
物
・
重
金
属
 

12 ホウ素及びその化合物 28 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 味 45 有機物(ＴＯＣ) 

13 四塩化炭素 29 ブロモホルム 46 ｐＨ値 

14 1,4-ジオキサン 

消
毒
副
生
成
物
 

30 ホルムアルデヒド 47 味 

31 亜鉛及びその化合物 48 臭気 

15 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾁｴﾝ及び 

ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 32 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 49 色度 

一
般
有
機
物
 

16 ジクロロメタン 

色
・
味
 

33 鉄及びその化合物 

基
礎
的
性
状
 

50 濁度 

 

なお、三股町の水は東部の鰐塚山系の地下水を利用していることから、水源

林の適切な管理を支援するとともに、関係部署や他事業体との連携を図り、こ

れからも安全でおいしい水の供給に努めます。 

 

施策施策施策施策４４４４ 貯水槽対策の強化 

【 現在も行っておりますが、今後さらに進めていきます。】 

貯水槽水道については所有者が点検や清掃等の維持管理を行うことが原則で

すが、管理の不充分により衛生面や給水水質に問題が生じる場合があります。  

平成１４年の水道法改正により、水道事業者は貯水槽水道の管理に関する指 

導・助言を行うことが可能になったことから、三股町の水道では水質管理の一

環として指導・助言に努めていきます。 

 １０㎥未満の貯水槽については、平成１５年度から三股町が行っています。 

 １０㎥以上の貯水槽については、現在は宮崎県が行っており、今後について

は権限委譲の検討をしていきます。 
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基本目標基本目標基本目標基本目標②②②②    いつでもいつでもいつでもいつでも使使使使えるえるえるえる水道水道水道水道    

 

１ 安定水源の確保 

 

施策施策施策施策５５５５ 水源の確保 

【 至急進めていきます。】 

自己水源である中央地区の８本の深井戸は、さく井後２０年以上が経過して

います。中央浄水場が稼動した昭和５９年度から全ての井戸を稼働させていま

すが、今後取水能力が著しく低下することも予想されます。 

自己水源は低コストで非常用水源ともなる貴重な水源であるため、取水能力

の低下が見られる場合には適切に改修を行います。 

なお、井戸によっては代替水源の検討が必要な状況にあり、また、井戸洗浄

や不慮の事故等で１井が休止した場合でも安定給水が可能な水量を確保するた

め、新たな井戸を整備していきます。 

 

２ 水道施設の強化 

 

施策施策施策施策６６６６ 施設能力の拡充 

【 至急進めていきます。】 

① 配水池の更新 

中央地区において、昭和３６年の創設時に建設された第１配水池は、独立し

た３槽が連結された複雑な形態にあり、本体に劣化が見られるほか、内部配管

等の腐食が予想されることから、抜本的な改修が必要です。しかし第１配水池

の改修・耐震強化対策は強度確保の面や投資効率から考えて不合理であり、廃

止することが適切と思われます。 

なお、廃止に伴う新設については、現在、４箇所の配水池の合計容量が標準

的な容量（滞留時間：１２時間＋消火用水量：２００㎥）に対し、約６００㎥

弱不足していることから、２，０００㎥程度の配水池が必要となります。 

現在、４箇所の配水池は近くに集まっているため、適切な時期に危険分散を

含めた形で整備していきます。 

 

施策施策施策施策７７７７ 施設の更新・耐震化 

【 今後は、その都度検討して行います。】 

三股町の水道施設において、昭和５５年１１月以降に整備されたものは「水

道施設耐震工法指針：1979 年版」に基づき、また、平成９年４月以降に整備さ

れたものは「水道施設耐震工法指針：1997年版」に基づき設計されています。 
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なかでも、昭和５８年に事業認可を得た第５次拡張時の施設は、現在の地震

動レベル-１に対応できる耐震性能があると考えられます。この地震動レベル-

１は地震動レベル-２のように直下型の地震を想定していませんが、公共土木構

造物としての一定の安全性は確保されています。 

また、平成７年から始まった第６次拡張工事で平成１０年に建設された第３

配水池（ＰＣプレキャスト構造）も地震動レベル-１に対応できる耐震性能を保

有しています。 

今後、新設する施設や管路等に対する耐震化は次のように考えていきます。 

 

・主要な浄水池・配水池等の水槽構造物は、「水道施設耐震工法指針 1997」に

基づくものとし、構造体や基礎地盤などの特性に適合した耐震設計法による

ものとします。特に、重要度の高い水槽構造物は、地質状況や設置環境を把

握し、地震動レベル-２に対応できるものとします。 

 

・導・送水管及び配水幹線（φ200 以上）の管路計画は、耐震性能の高い耐震

型ダクタイル鋳鉄管や架橋ポリエチレン管などの管種については、埋設環境

や重要性を考えた上で選定します。 

 

・水源井（深井戸）や機械・電気設備、付属配管設備などの耐震対策は、材質・

工法・構造の検討の他、危険分散や代替運転などによる対応を図ります。 

 

 

３ 危機管理の強化 

 

施策施策施策施策８８８８ 災害対応の充実 

【 至急進めていきます。】 

◇ 災害対応マニュアル 

水道事業では、緊急時における職員の具体的行動規範となる災害対応マニュ

アルを策定していきます。ただし、実際の緊急時にマニュアルで定めたとおり

迅速に行動できるかどうかが最も重要なことであり、マニュアルに基づいた初

動態勢の周知徹底や訓練の実施を図っていきます。 

 

◇ 地域防災の呼びかけ 

災害への水の備えを水道事業が単独で完備することは、水道料金とのバラン

スを考えると非常に難しいことです。応急給水用のポリタンクや非常用給水栓

などについては、最低限の必要量を確保できるように備蓄の拡大を図りますが、
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家庭におけるペットボトル水の備蓄や浴槽の水張りなどを呼びかけ、お客様 

一人一人の防災意識を高めるための啓発活動を推進していきます。 

【参考：一人一日当たりの確保水量の目安】 

飲料水  ３㍑  生活用水 ７㍑程度 

 

◇ 協定の締結 

隣接する市町村の水道事業をはじめ、同時に被災する可能性が少ない他県の

水道事業についても協議を行い、災害時の相互支援について協定の締結を図り

ます。また、迅速な応急復旧を実施するためにも地域の指定工事業社と協定の

締結を図り、災害時への充分な態勢づくりに努めていきます。 

 

施策施策施策施策９９９９ 防犯体制の強化 

【 現在も行っておりますが、今後さらに進めていきます。】 

飲料水を標的としたテロ行為や悪質なストレス発散行為などにより水道水が

汚染される事態とならないよう、浄・配水場への不審者立ち入りに対して警戒

を強め、防犯体制の強化を図り、より一層の安全性を確保していきます。 

 浄水場へ簡単に侵入できないようにするため、また進入の意欲をなくすため

に窓に格子を取り付けます。また監視カメラや赤外線センサーの導入を始め、

民間警備会社による巡回警備などについて検討し、水道施設への不審者侵入に

ついて対策を強化していきます。 
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基本目標基本目標基本目標基本目標③③③③    経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの強強強強いいいい水道水道水道水道    

 

１ 事業経営の効率化 

施策施策施策施策１０１０１０１０ 経営の健全化 

【 現在も行っておりますが、今後さらに進めていきます。】 

水道事業では、内部留保資金による高金利企業債の繰上げ償還や借り換えを

行い、支払利息の低減を図りました。これにより次期事業の財源は新たな企業

債の借り入れによるものとなりますが、現在の低金利情勢を考慮すると次世代

への負担を軽減できるものと思われます。 

現状では比較的健全な状態を保っている水道事業の財政状況も、施設の拡張

や更新事業が控えていることから決して楽観視はできません。 

今後はこれまでの取り組みに加えて、一層のコスト縮減や収入の安定化（水

道料金の未納対策など）も推進し、将来にわたって健全な経営を維持していく

ことに努めていきます。 

 

施策施策施策施策１１１１１１１１ 業務の効率化 

【 現在も行っておりますが、今後さらに進めていきます。】 

公共事業に従事する職員の削減については三股町でも実施されており、水道

事業の職員についても増員される可能性は低いと思われます。水道事業では、

少ない職員でも円滑に事業運営を行うために検針業務などの一部の業務につい

て民間企業への外部委託を実施しています。今後はその他の業務についても適

性を評価したうえで、一層の外部委託を推進していきます。 

 

２ サービスの充実 

施策施策施策施策１２１２１２１２    お客様サービスの向上 

【 現在も行っておりますが、今後さらに進めていきます。】 

 今年度からコンビニエンスストアでの水道料金納付を始めております。なお、

今後も水道に対するお客様のニーズに合わせた利便性の向上に努めていきます。 

 

施策施策施策施策１３１３１３１３ 広報の充実 

【 現在も行っておりますが、今後さらに進めていきます。】 

水道事業では、これまでも町のホームページに水質検査計画や検査結果など

の水質に関する情報や、水道料金に関する情報を掲載してお客様への情報公開

を行ってきました。お客様に安心して水道をご利用いただくためにも、水道水

の安全性に関する情報を積極的にＰＲするなど、より一層の情報公開に努めて

いきます。 
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基本目標基本目標基本目標基本目標④④④④    環境環境環境環境にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい水道水道水道水道    

 

１ 環境対策の推進 

 

施策施策施策施策１４１４１４１４ 環境への配慮 

【 今後は、その都度検討して行います。】 

水道事業では、取水ポンプや配水ポンプなどのポンプ設備を始め、さまざま

な電気設備を使って水道水を供給しています。地球温暖化の原因となっている

ＣＯ2などの温室効果ガス削減に貢献するためにも、電気設備を更新する際には

積極的に省エネ型の機器を導入し、消費電力の抑制を図っていきます。 

水道工事に伴い発生するアスファルト塊、コンクリート塊等は、再資源化施

設への搬入を原則とし、資源のリサイクルを積極的に行います。 

また、工事の発生土については、再使用等有効活用を図っていきます。 

 

施策施策施策施策１５１５１５１５ 漏水箇所の減少 

【 現在も行っておりますが、今後さらに進めていきます。】 

 水は限りある資源です。水道管が老朽化し漏水すると、大切な水が無駄にな

るだけでなく、道路が水浸しになり、思わぬ事故を引き起こすことがあります。 

 貴重な水資源を無駄にしないためにも、計画的に配水管等の漏水調査を行い、

早期発見に努めていきます。 
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①①①①目標設定目標設定目標設定目標設定    PlanPlanPlanPlan    

    

計画計画計画計画のののの策定策定策定策定    

指標指標指標指標のののの設定設定設定設定    

第６章 公表と継続的改善 

 

１．ビジョンの公表 

今回策定された「水道ビジョン」を町のホ－ムペ－ジで公表します。 

このことによって、本町の水道事業の現状及び将来計画などを通し、お客様

と水道事業者が意識を共有化し、水道事業の発展に貢献できるものと考えます。 

 

２．フォローアップの実施 

｢三股町水道ビジョン｣で策定した各事業を展開するために、PDCA サイクルを

活用し、関係者の意見を聴取しながら、計画、実施、検証、改善を行います。   

今回のビジョンは策定をもって完了とするのではなく、事業の実施や運用の

中でたえず下図のようにフォローアップしていきます。 
  

PDCA サイクルは、業務指標等により目標達成状況を評価し、実施内容とその

効果をチェックそます。そして、これらの情報をお客様に提供し、出された意

見を今後の計画に反映させ、事業内容を改善して行くことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②②②②事業事業事業事業のののの実施実施実施実施    DoDoDoDo    

    

計画計画計画計画のののの実行実行実行実行 

④④④④改善改善改善改善 ActionActionActionAction    

    

対応方法対応方法対応方法対応方法のののの検討検討検討検討    

改善案改善案改善案改善案のののの立案立案立案立案 

③③③③達成度評価達成度評価達成度評価達成度評価 CheckCheckCheckCheck    

    

指標指標指標指標のののの分析分析分析分析    

事業内容事業内容事業内容事業内容のののの評価評価評価評価 

事業事業事業事業にににに反映反映反映反映 

 

◆ 計画管理計画管理計画管理計画管理 

◆ 財政管理財政管理財政管理財政管理 

◆ 施設管理施設管理施設管理施設管理 

◆ 組織管理組織管理組織管理組織管理 


